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1.趣旨・背景
• 「物価高」や「三党合意」等を踏まえ、令和7年度税制改正に続き、いわゆる「年収の壁」が引上げられる。

なお、 本改正は要望省庁がない等、通常の税制改正とは異なるプロセスで行われている。

• 具体的には、①令和7年度改正法の附則に基づき、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組み

（恒久制度）が創設される。併せて、②「三党合意」や「足元の厳しい物価高」を踏まえ、時限的に中低所得者

（給与所得者の約8割が対象）に配慮した上乗せ措置が講じられる。

• その結果、給与所得者の課税最低限は「178万円」まで引き上げられ、また、中所得者の基礎控除も低所

得者並みに引き上げられる等、足元の物価高に配慮した措置が講じられる。

2.内容（所得税）

① 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設（恒久制度）

基礎控除等が定額の場合、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担

が増加する。こうした課題に対応するため、「消費者物価指数（総合）」に連動して「2年ごと」に「基礎控除」

及び「給与所得控除の最低保障額」を引き上げる仕組みが創設される。

今般の改正では、令和6年・令和7年の物価上昇率（６％）を踏まえ、それぞれ4万円引き上げられ、併せて

「配偶者控除」や「扶養控除」等の「所得判定基準」も4万円引上げられる※１。 ※１ 次回見直しは、令和10年度税制改正

② 「三党合意」を踏まえた更なる対応（2年間の時限措置）

２０２４（令和６）年12月の「三党合意」を踏まえ、就業調整への対応を図るとともに、物価上昇の中で足元

厳しい状況にある「中低所得者」に配慮して、時限的に以下の措置が講じられる。

・ 給与所得者の「課税最低限」を先取りして「178万円」まで引き上げ※２

・ 中所得者（年収665万円以下）についても「基礎控除」を１０４万円まで引き上げ
※２ ２０２８（令和10）年分以降においても、生活保護基準額が１７８万円に達するまでは、課税最低限１７８万円は維持

「物価高」及び「三党合意」を踏まえた、いわゆる「年収の壁（所得税・住民税）」の引上げ

＜改正のポイント＞
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2.内容（個人住民税）

所得税と同様に「給与所得控除の最低保証額」や配偶者控除等の「所得判定基準」が4万円引上げられる。

他方、個人住民税では、所得税と異なり基礎控除の引上げは、行われない。

３.改正内容のまとめ

４．適用時期

・ 2026（令和8）年分以後※３の所得税について適用する。

・ 2027（令和9）年度分以後※３の個人住民税について適用する。

※３ 「ひとり親控除の控除額」における改正は、2027（令和9）年分以後の所得税及び2028（令和10）年度分以後の個人住民税について適用

＜改正のポイント（続き）＞

個人住民税
（令和９年・令和10年度分）

所得税
（令和8年・令和９年分）

改正内容

所得税と同様74万円（a）

（改正前65万円）

給与所得控除の最低保証額
の引上げ

改正なし
（最高43万円）

104万円（b）

（改正前68～95万円）
基礎控除の引上げ

（給与収入665万円相当以下の場合）

所得税と同様62万円
（改正前58万円）

配偶者控除・扶養親族等
に係る所得要件の引上げ

１１９万円
（改正前110万円）

（注）地方税独自の非課税限度額が適用

１７８万円（a＋ｂ）

（改正前１６０万円）

「本人」の非課税ライン
（単身者の場合）

１７４万円
（改正前１６５万円）

１６９万円
（改正前１６０万円）

配偶者特別控除を満額受けられる
「配偶者」の給与収入ライン

１６９万円
（改正前１６０万円）

１５９万円
（改正前１５０万円）

特定親族特別控除を満額受けられる
「子等」の給与収入ライン
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令和7年分所得に係る減税額 うち、住民税の減税額 令和８年・9年分所得に係る減税額 うち、住民税の減税額

200万円 24,000円 (0円) 9,500円 (6,000円) 33,500円

300万円 20,400円 (0円) 8,200円 (0円) 28,600円

400万円 20,400円 (0円) 8,200円 (0円) 28,600円

500万円 20,400円 (0円) 27,600円 (0円) 48,000円

600万円 20,500円 (0円) 36,700円 (0円) 57,200円

800万円 30,600円 (0円) 8,200円 (0円) 38,800円

1,000万円 20,500円 (0円) 8,100円 (0円) 28,600円

1,300万円 23,500円 (0円) 9,300円 (0円) 32,800円

1,500万円 33,700円 (0円) 13,500円 (0円) 47,200円

2,000万円 33,700円 (0円) 13,500円 (0円) 47,200円

2,500万円 40,800円 (0円) 16,400円 (0円) 57,200円

2,545万円 40,800円 (0円) 16,300円 (0円) 57,100円

2,545万円超 0円 (0円) 0円 (0円) 0円

年収

①
令和7年度税制改正による減税額

【年収の壁 R6：103万⇒R7:160万】

②
令和8年度税制改正による減税額

【年収の壁 R7:１60万 ⇒R８：178万】

③（①＋②）
「年収の壁」引上げによる減税額の累計

令和6年（103万円） ⇒ 令和８年（178万円）

収入が給与収入のみの場合における納税者本人の「年収別減税額」の試算は、次のとおり。低所得者だけでなく、多くの納税者に

裨益する改正が行われている（なお、本試算は「納税者本人」の減税額であり、例えば、共働き世帯の場合には、それぞれの年収に応じた減税額の合計が世

帯における減税額となる。）。

また、いわゆる「年収の壁」の引上げによる減税は、基本的に（１）基礎控除の引上げ、及び（２）給与所得控除の最低保証額の引上げ

に基づくものだが、（２）は、最低保証額の対象者（令和7年分：給与収入190万円以下、令和8年・9年分：給与収入220万円以下）に限られるため、

多くは（１）基礎控除の引上げによる影響となる。

※ 所得税（復興特別所得税を含む）及び住民税の減税額を試算
※ 単身世帯や共働き世帯を想定し、所得控除は、基礎控除及び社会保険料控除（簡便的に年収の15％として算定）以外はないものと仮定している

＜改正のポイント＞改正による年収別減税額
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パートタイマー配偶者に所得税がかかる額

＜改正のポイント＞ケーススタディ① パートタイマー配偶者の収入に応じた夫婦の手取額

夫婦の手取額

パートタイマー
配偶者の給与収入額

(合計所得金額)

178万円

（改正後95万円）

前提  世帯は夫婦2人のみとする
 夫の給与収入額は600万円とする

 社会保険料は一律給与収入額の15％とする
なお、パートタイマー配偶者は、給与収入額106万円※から社会保険料負担とする

 手取額は、給与収入額－社会保険料－所得税－住民税とする

令和6年以前

令和8年度改正

令和7年度改正

599万円

570万円

562万円

556万円

150万円

（引上げ前95万円）

169万円

（改正後95万円）

103万円

（引上げ前48万円）
106万円

本人の配偶者（特別）控除が
段階的に減り始める額

612万円

577万円

125万円

夫婦の手取額が
社会保険適用前の水準に戻る

パートタイマー配偶者
に社会保険料がかかる

令和8年度改正178万円

令和7年度改正160万円

引上げ後

103万円

引上げ前

令和8年度改正169万円

令和7年度改正160万円

引上げ後

150万円

引上げ前

160万円

※ いわゆる社会保険の「106万円の壁」については、令和7年年金制度改正法により、最低賃金の状況等を踏まえ見直し予定
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参考：パートタイマー配偶者が社会保険（厚生年金等）に加入することによるメリット

健康保険

傷病手当金

私傷病の期間中、
1日あたり給与の2／3を支給

出産手当金

産休期間中、
1日あたり給与の2／3を支給

保障が上乗せ

老齢基礎年金 遺族基礎年金障害基礎年金

＋ ＋ ＋

保障が上乗せ

年金

老齢厚生年金 遺族厚生年金障害厚生年金

厚生年金加入時の報酬額や
加入期間等に応じて年金額
を計算し支給

障害等級1級～3級該当時に

支給。ほかに障害手当金（一
時金）もあり

加入者が亡くなったときに
一定の遺族に支給
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基礎控除の引上げに
より手取額が増加

＜改正のポイント＞ケーススタディ② 大学生の子のアルバイト収入に応じた夫婦の手取額

197
万円

特定親族特別控除が
適用できなくなる

引上げ後

150
万円

特定親族特別控除が
段階的に減り始める

引上げ後

前提  世帯は夫婦と大学生世代の子1人とする
 夫婦の給与収入額は夫・妻それぞれ600万円とする
 社会保険料は給与収入額の15％とする

夫婦の手取額

子の給与収入額
（被扶養者）

103
万円

扶養控除が適用でき
なくなる

 手取額は、給与収入額－社会保険料－所得税－住民税とする

引上げ前 103万円

939万円

令和6年以前

932万円

922万円

917万円

928万円

令和8年度改正

令和7年度改正

令和8年度改正159万円

令和7年度改正150万円

令和8年度改正197万円

令和7年度改正188万円

188
万円

159
万円

（注） 子の収入額に応じた夫婦の手取額を試算しており、子の手取り額は考慮していない
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２．改正の内容（所得税）

いわゆる「年収の壁」の引上げは、他の税制改正項目とは異なる経緯で実現している（仔細は本改正の後半資料を参照）。

その結果、次の①②により、いわゆる「年収の壁（課税最低限）」は（先取りして）「178万円」まで引上げられる。

① 令和7年度税制改正法（所得税法等の一部を改正する法律）の附則81条に基づき、 「消費者物価指数（総合）」に連動し

て「2年ごと」に「基礎控除（本則）」及び「給与所得控除の最低保障額」を引上げる仕組み（恒久制度）が創設される。

令和8年度税制改正では、直近2年間（令和6年・令和7年）の物価上昇率（６％）を踏まえ、基礎控除（本則）等は、4万円

引上げられ、併せて「配偶者控除」や「扶養控除」等の「所得判定基準」も4万円引上げられる。

② ①に加えて、令和6年12月の「三党協議」を踏まえ、２０２６（令和8）年・２０２７（令和9）年の時限措置として、中低所

得者（給与収入665万円相当以下。 給与所得者の約8割が対象）を対象に「基礎控除の特例」が42万円まで引上げられる。

また、給与所得控除の最低保障額も時限的に5万円引上げられる。なお、②は時限措置だが、今後、生活保護基準額

が１７８万円に達するまでは、「課税最低限１７８万円」は維持される。

＜改正内容のまとめ＞

改正内容
項目

控除額等合計所得金額
（物価連動による引上げ：＋4万円）

58万円 ⇒ 62万円2,350万円以下基礎控除（本則）

基礎控除の特例

（三党合意等を踏まえた引上げ）

①：37万円 ⇒ 42万円
②：30万円 ⇒ 42万円
③：10万円 ⇒ 42万円

④：5万円 ⇒ 5万円
①132万円以下

②132万円超336万円以下
③336万円超489万円以下
④489万円超655万円以下

2026（令和8）年分

（三党合意等を踏まえた引上げ）

①：37万円 ⇒ 42万円
②：0円 ⇒ 42万円
③：0円 ⇒ 42万円
④：0円 ⇒ 5万円

2027（令和9）年分

（物価連動による引上げ：＋4万円）

６５万円 ⇒ ６９万円給与所得控除の最低保障額（本則）

給与所得控除の最低保証額の特例

（三党合意等を踏まえた引上げ）

新設 ５万円
2026（令和8）年分
2027（令和9年）分

（物価連動による引上げ：＋4万円）

58万円 ⇒ ６２万円配偶者控除・扶養控除等の所得要件
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基礎控除

合計所得金額
（収入が給与収入のみの場合の収入金額）

改正後改正前

令和８年・９年分※１，２令和７年分※1令和６年分

104万円※３

95万円

48万円

１３２万円以下
（２００万3,999円以下）

88万円
132万円超 336万円以下

（200万3,999円超 475万1,999円以下）

68万円
３３６万円超 ４８９万円以下

（４７５万１,999円超 ６６５万5,556円以下）

67万円63万円
４８９万円超 ６５５万円以下

（６６５万5,556円超 ８５０万円以下）

62万円58万円
６５５万円超 2,350万円以下

（８５０万円超 2,545万円以下）

48万円
2,350万円超 2,400万円以下

（2,545万円超 2,5９５万円以下）

32万円
2,400万円超 2,４50万円以下

（2,595万円超 2,６４５万円以下）

16万円
2,450万円超 2,500万円以下

（2,645万円超 2,６９５万円以下）

0円（基礎控除の適用なし）
2,500万円超

（2,695万円超）

２．改正の内容（所得税）

今般の改正後の基礎控除は、以下のとおり。給与収入665万円相当以下までは、控除額は「104万円」となる。

※１ 基礎控除の特例による上乗せ額を加算した金額
※２ ２０２８（令和10）年分以降は、2026（令和８）年・2027（令和9）年の消費者物価指数（総合）の上昇率を踏まえ、令和10年度税制改正により見直される予定
※３ ２０２８（令和10）年分以降においても、生活保護基準額が１７８万円に達するまでは、課税最低限１７８万円は維持される

＜所得（収入）に応じた基礎控除＞

103万円の壁

178万円の壁に
引上げ

160万円の壁
に引上げ
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給与所得控除

給与等の収入金額 改正後改正前

令和８年・９年分※１・2令和7年分令和6年分

74万円
（最低保障額）

6５万円
（最低保障額）

55万円
（最低保障額）

162万5,000円以下

収入金額×４０％－10万円
（55万円超～62万円以下）

162万円5,000円超 180万円以下

収入金額×３０％＋８万円
（62万円超～65万円以下）

1８０万円超 1９０万円以下

収入金額×３０％＋８万円
（6５万円超～74万円以下）

1９０万円超 220万円以下

収入金額×３０％＋８万円
（７４万円超～１１６万円以下）

２２０万円超 ３６０万円以下

収入金額×２０％＋４４万円
（１１６万円超～１７６万円以下）

３６０万円超 ６６０万円以下

収入金額×１０％＋１１０万円
（１７６万円超～１９５万円以下）

６６０万円超 ８５０万円以下

195万円８５０万円超

２．改正の内容（所得税）

今般の改正後の給与所得控除額は、以下のとおり。給与所得控除の最低保障額は「74万円」に引上げられる。

※１ ２０２８（令和10）年分以降は、2026（令和８）年・2027（令和9）年の消費者物価指数（総合）の上昇率を踏まえ、令和10年度税制改正により見直される予定
※2 ２０２８（令和10）年分以降においても、生活保護基準額が１７８万円に達するまでは、課税最低限１７８万円は維持される

＜収入金額に応じた給与所得控除＞

178万円の壁に
引上げ

160万円の壁
に引上げ

103万円
の壁
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２．改正の内容（所得税）

６８万円

４８万円

１16万円

２00万円

（８４万円）

給
与
所
得
控
除

基
礎
控
除

３00万円

（１５４万円）

４８万円

９８万円

４00万円

（２２８万円）

４８万円

１２４万円

４８万円

１４４万円

４８万円

１６４万円

４８万円

１９０万円

５00万円

（３０８万円）

６00万円

（３８８万円）

８00万円

（５６２万円）

１４６万円

１７２万円

１９２万円

２１２万円

２38万円

〇 年収別｜給与所得控除・基礎控除のイメージ 【２０２４（令和６）年分】

（※）給与所得のみ、基礎控除以外の各種所得控除の適用はないものと仮定

給与等の収入額
（課税総所得金額等）

５５万円

４８万円

１03万円

１０３万円

（ ０円 ）

課税最低限
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２．改正の内容（所得税）

６８万円

本則

５８万円

１６３万円

２00万円

（３７万円）

給
与
所
得
控
除

基
礎
控
除

３00万円

（１１４万円）

本則

５８万円

９８万円

４00万円

（１８８万円）

本則

５８万円

１２４万円

本則

５８万円

１４４万円

本則

５８万円

１６４万円

本則

５８万円

１９０万円

５00万円

（２８８万円）

６00万円

（３６８万円）

８00万円

（５４７万円）

１８６万円

２１２万円
２１２万円

２３２万円

２５３万円

給与等の収入額
（課税総所得金額等）

特例３７万円 特例３０万円 特例３０万円
特例１０万円 特例１０万円 特例５万円

６５万円

本則

５８万円

１６０万円

１６0万円

（ ０円 ）

特例３７万円

課税最低限

〇 年収別｜給与所得控除・基礎控除のイメージ 【２０２５（令和７）年分】

（※）給与所得のみ、基礎控除以外の各種所得控除の適用はないものと仮定
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２．改正の内容（所得税）

本則
６５万円

本則

５８万円

特例３７万円

特例５万円

１７８万円

+4万円

＋５万円

＋４万円

２00万円

（22万円）

給
与
所
得
控
除

基
礎
控
除

３00万円

（98万円）

本則

５８万円

特例３０万円

本則
９８万円

＋4万円

＋１２万円

４00万円

（172万円）

本則

５８万円

特例３０万円

本則
１２４万円

＋4万円

＋１２万円

本則

５８万円

特例１０万円

本則
１４４万円

＋4万円

＋３２万円

本則

５８万円

特例１０万円

本則
１６４万円

＋4万円

＋３２万円

本則

５８万円

本則
１９０万円

＋4万円

特例５万円

５00万円

（252万円）

６00万円

（332万円）

８00万円

（543万円）

２０２万円

２２８万円

２４８万円

２６８万円
２５７万円

給与等の収入額
（課税総所得金額等）

〇 年収別｜給与所得控除・基礎控除のイメージ 【２０２６（令和８）年分・２０２７（令和９）年分①】

（※）給与所得のみ、基礎控除以外の各種所得控除の適用はないものと仮定

本則
６５万円

本則

５８万円

特例３７万円

特例５万円

１７８万円

+4万円

＋５万円

＋４万円

１７８万円

（ ０円 ）

課税最低限
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２．改正の内容（所得税）

〇 年収別｜給与所得控除・基礎控除のイメージ 【２０２６（令和８）年分・２０２７（令和９）年分②】

（※）給与所得のみ、基礎控除以外の各種所得控除の適用はないものと仮定

２５７万円

本則
１９５万円

（上限）

本則

５８万円

＋4万円

２５７万円

本則
１９５万円

（上限）

本則

５８万円

＋4万円

1,000万円

（７４３万円）

給
与
所
得
控
除

基
礎
控
除

2,5００万円

（2,２４３万円）

2,５９５万円

（2,352万円）

本則
１９５万円

（上限）

2,６４５万円

（2,４１８万円）

2,６９５万円

（2,４８４万円）

2,６９５万円超

（2,50０万円超）

２１１万円

１９５万円

２６２万円

８５０万円

（ ５８８万円 ）

本則
１９５万円

本則
１９５万円

（上限）

本則

１６万円

本則

５８万円

＋4万円

２４３万円

本則
１９５万円

（上限）

本則

４８万円

２２７万円

本則
１９５万円

（上限）

本則

３２万円

給与等の収入額
（課税総所得金額等）

特例５万円
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適用要件 控除額等 適用要件 控除額等

配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額要件
58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

38万円
同一生計配偶者の合計所得金額要件

62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

38万円

配偶者特別控除 控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の
合計所得金額　58万円超〜133万円以下

（給与収入のみの場合：年収１２３万円超～２０１万円以下
※

）
※全額控除できるのは年収1６0万円以下の場合

1万円～38万円

控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の
合計所得金額　62万円超〜133万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円超～207万円以下

※
）

※全額控除できるのは年収169万円以下の場合

1万円～38万円

扶養控除 扶養親族の合計所得金額要件
58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

38万円～63万円
扶養親族の合計所得金額要件

62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

38万円～63万円

特定親族特別控除
一定の親族の合計所得金額

58万円超〜123万円以下
（給与収入のみの場合：年収１２３万円超～１８８万円以下

※
）

※全額控除できるのは年収１５０万円以下の場合

63万円～3万円

一定の親族の合計所得金額

62万円超〜123万円以下
（給与収入のみの場合：年収１３６万円超～１９７万円以下

※
）

※全額控除できるのは年収１59万円以下の場合

63万円～3万円

障害者控除 同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件　58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

27万円～75万円
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件　62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

27万円～75万円

寡婦控除 扶養親族の合計所得金額要件
58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

27万円
扶養親族の合計所得金額要件

62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

27万円

ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等の
合計額の要件　58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

35万円
生計を一にする子の総所得金額等の

合計額の要件　62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

38万円

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額要件
85万円以下

（給与収入のみの場合：年収1５０万円以下）

27万円
勤労学生の合計所得金額要件

89万円以下
（給与収入のみの場合：年収1６３万円以下）

27万円

家内労働者等の特例

- 65万円 - 69万円

項目
改正前（令和7年分） 改正後（令和8年・9年分）

２．改正の内容（所得税）

今般の改正に伴い、配偶者控除や扶養控除等の「所得判定基準」は、それぞれ4万円引上げられ、また、ひとり親

控除の「控除額」は５万円に引上げられる。

改正後の人的控除の所得要件等の一覧（令和8年・9年分）は、下記のとおり。

※「ひとり親控除の控除額」における改正は、2027（令和9）年分以後の所得税について適用

＜人的控除の所得要件等の一覧＞
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２．改正の内容（所得税）

＜配偶者（特別）控除額への影響（所得税）＞

配偶者控除

169万円
（95万円）

136万円
（62万円）

207万円
（133万円）

配偶者特別控除

本人の

控除額※

38万円

0円

給与所得控除

基礎控除

扶養控除
特定親族特別控除

配偶者（特別）控除

課税所得

控
除

本人の収入

※本人の合計所得金額が900万円以下の場合

パートタイマー配偶者の
給与収入額

（合計所得金額）

今般の改正により「38万円」を控除できる配偶者の給与収入は、169万円（改正前：160万円）に引上げられる。

〇配偶者特別控除とは？
配偶者の収入が1３６万円も超え

ても、一定額の収入（令和８・9年は
169万円）までは控除が満額受け
られ、さらにその一定額を超えて
も控除額が段階的に減少する仕組
みとなっており、配偶者の収入が
増えても世帯の手取りが逆転しな
い仕組みになっている。
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２．改正の内容（所得税）

子等の給与収入額
（合計所得金額）

※19歳以上23歳未満の大学生世代の子等がいる場合

課税所得

配偶者（特別）控除

扶養控除
特定親族特別控除

基礎控除

給与所得控除

控
除

親等の収入

扶養控除

136万円
（62万円）

159万円
（85万円）

親等の
控除額※

63万円

0円

特定親族特別控除

197万円
（123万円）

＜特定親族がいる場合の扶養控除・特定親族特別控除への影響（所得税）＞

今般の改正により「６３万円」を適用できる子等の給与収入は、1５9万円（改正前：1５0万円）に引上げられる。

特定親族の合計所得金額
（収入が給与収入のみの場合の収入金額）

控除額

【扶養控除】

62万円以下
（136万円以下）

【特定親族特別控除】

62万円超　85万円以下
（136万円超　159万円以下）

85万円超　90万円以下
（159万円超　164万円以下） 61万円

90万円超　95万円以下
（164万円超　169万円以下） 51万円

95万円超　100万円以下
（169万円超　174万円以下） 41万円

100万円超　105万円以下
（174万円超　179万円以下） 31万円

105万円超　110万円以下
（179万円超　184万円以下） 21万円

110万円超　115万円以下
（184万円超　189万円以下） 11万円

115万円超　120万円以下
（189万円超　194万円以下） 6万円

120万円超　123万円以下
（194万円超　197万円以下） 3万円

63万円

63万円

〇特定親族特別控除とは？
令和7年度税制改正により創設

された制度。配偶者特別控除と同
様に子等の収入が1３６万円も超え
ても、一定額の収入（令和８・9年は
1５9万円）までは控除が満額受け
られ、さらにその一定額を超えて
も控除額が段階的に減少する仕組
みとなっている。
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２．改正の内容（個人住民税）

• 所得税と同様に、給与所得控除の最低保証額は4万円引上げられ、また「配偶者控除」や「扶養控除」等の

「所得判定基準」も4万円引上げられる。なお、個人住民税における「ひとり親控除」の控除額の引上げ額

は、３万円となる。

• 他方、基礎控除の引上げについては、所得税と異なり行われない。

※ 地方税法上、所得割に係る所得計算は、所得税の計算の例によるとされているため（地方税法313条2項） 給与所得控除の見直し等について地方税法
の改正は不要となる。

＜所得税と個人住民税の比較＞

個人住民税
（令和9年・10年度分）

所得税
（令和8年・令和９年分）

項目

所得税と同様74万円①給与所得控除の最低保証額

最高43万円（改正なし）104万円②基礎控除
（給与収入665万円相当以下の場合）

所得税と同様62万円
③配偶者控除・扶養親族等

に係る所得要件

１１９万円
（給与所得控除74万円＋基本額等45万円）

（注）地方税独自の非課税限度額が適用

１７８万円
（給与所得控除74万円＋基礎控除104万円）

非課税ライン
（単身者の場合）
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個人住民税における基礎控除は、 昭和35年12月の政府税制調査会の答申を踏まえ、昭和37年度よ

り、所得課税の方式をとりつつ、所得税の影響を遮断できるよう、個人住民税独自の基礎控除が措置さ

れている。また、個人住民税における基礎控除の性質が「地域社会の会費」と位置付けられていることか

ら、控除額は所得税よりも低く設定されている。

出典：第5回政府税制調査会（令和7年5月15日）会議資料「総務省説明資料」より

参考：個人住民税の基礎控除が所得税の改正に影響を受けない理由
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適用要件 控除額等 適用要件 控除額等

配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額要件
58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

33万円
同一生計配偶者の合計所得金額要件

62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

33万円

配偶者特別控除 控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の
合計所得金額　58万円超〜133万円以下

（給与収入のみの場合：年収１２３万円超～２０１万円以下
※

）
※全額控除できるのは年収1６5万円以下の場合

33万円～1万円

控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の
合計所得金額　62万円超〜133万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円超～207万円以下

※
）

※全額控除できるのは年収174万円以下の場合

33万円～1万円

扶養控除 扶養親族の合計所得金額要件
58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

33万円～45万円
扶養親族の合計所得金額要件

62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

33万円～45万円

特定親族特別控除
一定の親族の合計所得金額

58万円超〜123万円以下
（給与収入のみの場合：年収１２３万円超～１８８万円以下

※
）

※全額控除できるのは年収１60万円以下の場合

45万円～3万円

一定の親族の合計所得金額

62万円超〜123万円以下
（給与収入のみの場合：年収１３６万円超～１９７万円以下

※
）

※全額控除できるのは年収１69万円以下の場合

45万円～3万円

障害者控除 同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件　58万円以下
（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

26万円～53万円
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件　62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

26万円～53万円

寡婦控除 扶養親族の合計所得金額要件
58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

26万円
扶養親族の合計所得金額要件

62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

26万円

ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等の
合計額の要件　58万円以下

（給与収入のみの場合：年収1２３万円以下）

30万円
生計を一にする子の総所得金額等の

合計額の要件　62万円以下
（給与収入のみの場合：年収136万円以下）

33万円

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額要件
85万円以下

（給与収入のみの場合：年収1５０万円以下）

26万円
勤労学生の合計所得金額要件

89万円以下
（給与収入のみの場合：年収1６３万円以下）

26万円

家内労働者等の特例

- 65万円 - 69万円

項目
改正前（令和8年度分） 改正後（令和9年・10年度分）

２．改正の内容（個人住民税）

今般の改正に伴い、配偶者控除や扶養控除等の「所得判定基準」は、それぞれ4万円引上げられ、また、ひとり親

控除の「控除額」は３万円に引上げられる。

改正後の人的控除の所得要件等の一覧（令和９年・１０年度分）は、下記のとおり。

※「ひとり親控除の控除額」における改正は、2028（令和10）年度分以後の個人住民税について適用。なお、「家内労働者等の特例」等については大綱上明記されていない

が所得税同様の見直しが行われるものと考えられる（地方税法313条2項等）。

＜人的控除の所得要件等の一覧＞
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２．改正の内容（個人住民税）

※本人の合計所得金額が900万円以下の場合

＜配偶者（特別）控除額への影響（個人住民税）＞

配偶者控除

174万円
（100万円）

136万円
（62万円）

207万円
（133万円）

配偶者特別控除

0円
パートタイマー配偶者の

給与収入額
（合計所得金額）

本人の

控除額※

38万円

給与所得控除

基礎控除

扶養控除
特定親族特別控除

配偶者（特別）控除

課税所得

控
除

本人の収入

今般の改正により「３３万円」を控除できる配偶者の給与収入は、1７４万円（改正前：16５万円）に引上げられる。
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２．改正の内容（個人住民税）

0円

扶養控除

136万円
（62万円）

169万円
（95万円）

197万円
（123万円）

特定親族特別控除

※19歳以上23歳未満の大学生世代の子等がいる場合

＜特定親族がいる場合の扶養控除・特定親族特別控除への影響（個人住民税）＞

親等の
控除額※

45万円

子等の給与収入額
（合計所得金額）

課税所得

配偶者（特別）控除

扶養控除
特定親族特別控除

基礎控除

給与所得控除

控
除

親等の収入

今般の改正により「４５万円」を控除できる子等の給与収入は、1６９万円（改正前：16０万円）に引上げられる。
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・ 2026（令和8）年分以後※の所得税について適用する。

・ 2027（令和9）年度分以後※の個人住民税について適用する。

※「ひとり親控除の控除額」における改正は、2027（令和9）年分以後の所得税及び2028（令和10）年度分以後の個人住民税について適用

• 改正初年度の202６（令和８）年については、「年末調整」から適用される。

• 改正法の施行時期前に、令和8年分の最後の給与等を支払う場合の「年末調整」については、今般の改正
後の控除等は適用できない見込み。この場合、改正後の控除等を適用するためには、納税者は確定申告
を行う必要がある。
（参考）令和7年度改正による基礎控除等の見直しは、２０２５（令和7）年12月1日に施行されている。

• 改正法の施行時期前に、令和8年分の準確定申告を提出する場合、今般の改正後の控除等は適用できな
い見込み。この場合、更正の請求を行うことで、改正後の控除等を適用できるものと考えられる。

• 202７（令和９）年1月1日以後については、給与等の源泉徴収において適用される。

• 今後、基礎控除等は、２年ごとに見直される（次回は、２０２６（令和８）年・２０２７（令和９）年の消費者物価指数

（総合）を踏まえ、令和10年度税制改正で見直される予定） 。

• 今般の改正で上乗せされた「基礎控除の特例」については、２０２５（令和7年）度改正において時限措置と
された部分を含め、２０２６（令和８）年・２０２７（令和9）年までの時限措置となっている（ただし、課税最低限

178万円は維持され、その後、生活保護基準額を勘案して見直される予定）。

3．適用時期

４．実務のポイント
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出典：第5回政府税制調査会（令和7年5月15日） 「財務省 説明資料〔個人所得課税〕について」より

参考：「物価上昇に連動して基礎控除等を引上げる仕組み」が創設された背景

令和7年度税制改正法案については、与党の修正（※）が入り、その際に与党から「附則第81条」が追加された。

同条1項では「所得税の抜本的な改革を検討し、必要な法制上の措置を講じること」、同条第2項では「その抜本的な改

革の検討に当たって、基礎控除等を物価上昇に併せて適時に引上げる方向性で具体的な方策を検討すること」が求めら

れた。これを受け、政府税制調査会では、2025年（令和7）年5月より、①物価調整の頻度はどのように設定するのか、

②物価調整の際に参照する指標は何にするか等、基礎控除等を物価上昇に併せて適時に引上げる具体的な方策を検討。

その結果、令和8年度税制改正では、2年ごとに消費者物価指数（総合）に連動して基礎控除及び給与所得控除額の最

低保証額を引き上げる仕組み（恒久制度）が創設されることとなった。

（※）年明け（令和7年1月）からの自民党・公明党・国民民主党による3党協議等を踏まえ、大綱案（年収の壁を123万円に引上げる）に加え、与党から
年収200万円相当以下の低所得層を対象に、課税最低限を160万円まで引き上げる等の上乗せ措置が盛り込まれた修正案が提出された。

〇 令和7年度税制改正法附則81条
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参考：政府税制調査会において検討された物価調整案

出典：政府税制調査会「第２回活力ある長寿社会に向けたライフコースに中立な税制に関する専門家会合」の会議資料（令和７年５月２９日）より

政府税制調査会では、下記3パータンの物価調整案が検討。最終的には、源泉徴収事務に関するシステム開発ベンダー

等の意見を踏まえ、「イメージ２」の案が採用された。

また、物価調整の際に参照する指標は、基礎控除が原則全ての納税者に影響があることや、主要先進国の制度等を踏

まえ、消費者物価指数（総合）が採用された※ 。

※ 令和7年度税制改正においても、消費者物価指数の上昇率を参照し基礎控除等が10万円引上げられたが、「総合」の上昇率（10％）ではなく、
生活により密着した「基礎的支出項目」の上昇率（20％）が参照されており、今般の改正とは異なる指数が採用されている。
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＜消費者物価指数（総合）に連動した引上げ措置のルール＞

① 2年ごとに直近2年間の消費者物価指数（総合）の上昇率を乗じることで調整（次回見直しは、令和10年度税制改正時）。

② 源泉徴収義務者の事務負担を考慮し、見直しの結果、引上げ額に１万円未満の端数が生じる場合には、万円単位とし、見直し初

年度は年末調整で対応。

③ 引上げられるのは、基礎控除（本則）及び給与所得控除の最低保証額（本則）であり、今後、生活保護基準額が178万円に達するま

では、課税最低限178万円を維持しつつ、物価連動による本則部分の引上げに応じて、同額を特例措置から振り替えていく。

（例） 令和８・９年の物価上昇率が２％であった場合（令和10年度税制改正時のイメージ）

基礎控除（本則）：6４万円（62万円＋２万円引上げ）、給与所得控除の最低保証額（本則）：7１万円（69万円＋２万円引上げ）

178万円－（64万円＋71万円）＝特例措置による上乗せ額43万円※

※ 特例措置の内訳（基礎控除の特例部分、給与所得控除の最低保証額の特例部分）は不明

基礎控除
（本則）

５８万円

給与所得控除
の最低保証額

６５万円

上昇率：ａ＋ｂ＝6.0％

４万円引上げ

令和８年実績
＋α％

令和９年実績
＋β％

【令和8年度税制改正】 【令和10年度税制改正】

令和６年実績
＋ａ％

令和７年実績
＋b％

上昇率：（α＋β）％

基礎控除
（本則）

６２万円

給与所得控除
の最低保証額

６９万円

基礎控除
（本則）

６２万円

給与所得控除
の最低保証額

６９万円

基礎控除
（本則）

６２万円
＋

〇万円

給与所得控除の
最低保証額

６９万円
＋

〇万円

参考：消費者物価指数（総合）に連動した引上げ措置のイメージ
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出典：自由民主党HP 「2025年12月18日 お知らせ （抄）」より

参考：「３党合意」を踏まえた更なる対応が講じられた背景①

（政府与党は、いわゆる「年収の壁」の引上げについて「物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組み」での対応を想定していたが）

国民民主党との協議を進める中で、令和6年12月の「3党合意」の趣旨を踏まえた「178万円」に“先取り”して引上げる

ことで、自民・国民民主両党が合意した。また、併せて「足元の物価高」等に対応するため、基礎控除等の上乗せ措置を時

限的に中所得者層へも拡大することで両党が合意した（実際の合意書は、下記参照）。
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出典：国民民主党HP 「2025年12月1１日 ニュースリリース」より 出典：「令和7年度与党税制改正大綱 （抄）」より

参考：「３党合意」を踏まえた更なる対応が講じられた背景②

（略）

（略）

＜参考：2024年（令和６）年12月の「3党合意」＞ ＜参考：令和7年度税制改正大綱 （抄）＞

衆議院における令和6年度補正予算の採決に当たり、令和6

年12月11日、自民党、公明党及び国民民主党の“幹事長間”で

「178万円」を目指して来年から引上げる旨を合意していた。

令和７年度税制改正大綱における、いわゆる「年収の壁」の引

上げは「１２３万円」に留まり、「１７８万円」を目指して引き続き

協議するとした。しかし、年明け（令和7年1月～）からの3党協議を

踏まえ、与党より、課税最低限を160万円まで引き上げる等の

上乗せ措置が修正案に盛り込まれ、令和７年度税制改正法案は

成立した。
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＜課税最低限と生活保護基準額の比較（世帯類型別）＞

出典：政府税制調査会「第３回活力ある長寿社会に向けたライフコースに中立な税制に関する専門家会合」の会議資料（令和７年１１月１３日）より

令和8年度税制改正大綱では「今後、生活保護基準額が178万円に達するまでは、課税最低限１７８万円を維持」しつつ、「物価連動による

基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保証額の引上げに応じて、同額を特例措置からそれぞれ振り替えていくこととする。」と、生活

保護基準額を課税最低限のメルクマールとしている。もっとも、「生活保護基準額」は、受給申請者の年齢や住んでいる地域、家族構成等に

よって異なる。仮に政府税制調査会の資料（下記参照）における「生活保護基準額（単身）」を前提とした場合、令和7年分は「１５９．９万円」で

あり、令和７年度税制改正における最低保証額「１６０万円」と近似した値になる。

参考：「３党合意」を踏まえた更なる対応が講じられた背景③
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＜参考：生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法（令和7年10月）＞

出典：厚生労働省「最低生活費認定額」より

「生活保護基準額」は、受給申請者の年齢や住んでいる地域、家族構成等によって決定される。

参考：「３党合意」を踏まえた更なる対応が講じられた背景④


